
  

 

枚方市監査委員告示第 3号 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 5 項の規定に基づき随時（工事）監査

を実施したので、同条第 9項及び第 10項の規定により監査の結果に関する報告を次のとお

り公表する。 

 

 

令和 8年（2026年）3月 2日 

 

枚方市監査委員  上 森 太一郎 

同        分 林  義 一 

同        奥 野 美 佳 

同        長 友 克 由 

 

 

 

 



  

 

本監査は、枚方市監査基準に準拠して行った。 

 

１．監査の対象 

 都市整備部施設整備課が所管する以下の工事 

枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注） 

 

２．監査の期間 

 令和 7年（2025 年）9月 29日から令和 8年（2026年）2 月 27日まで 

 

３．監査の方法 

本工事監査の技術調査は、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による

技術調査を令和 8 年（2026年）1 月 15 日に実施し、当該技術調査を基に、監査委員に

よる現地調査を令和 8 年（2026年）2月 6日に実施した。 

 

４．工事の概要 

工事の概要は、別紙のとおりである。 

 

５．監査の結果  

本事業の計画・設計、積算、施工管理等については、おおむね良好であり、特に指

摘すべき事項はなかった。 

本事業は、設計・施工一括発注方式（以下「ＤＢ方式」という。）を採用するとと

もに、総合評価一般競争入札により実施され、これまでの学校施設の固定概念にとら

われることなく、学校施設全体を学びの場とした校舎建設が進められている。 

技術士からの工事技術調査結果報告では、事業が終了した段階でＤＢ方式に関する

検討会（反省会）の実施が提案されているが、今後、本市が実施する整備事業につい

ては、事業目的に沿った最適な手法を検討の上、進めるよう要望する。 

また、今回の監査対象である本事業は、令和 8年 7月中の新校舎建設工事完了に向

けて取り組まれているが、その整備に当たっては、適切に工事の進捗状況を確認する

とともに、安全管理、工程管理、品質管理等に一層留意するよう要望する。 

 

 



  

 

（別紙） 

 

監査対象工事の概要 

 

⑴ 工事場所  枚方市御殿山南町 2－2 

 

⑵ 工事内容 

・禁野小学校新設工事（延べ床面積：8,111.35㎡） 

  上記に伴う、建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 

・旧高陵小学校解体工事（延べ床面積：6,166㎡） 

  上記に伴う、建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 

・禁野小学校設計業務 

  上記に伴う、建築工事、電気設備工事、機械設備工事における 

基本設計及び実施設計 

 

⑶ 請負金額 

当初：3,385,800,000 円 

変更：3,966,611,000 円（1 回目） 

変更：4,097,113,900 円（2 回目） 

 

⑷ 工 期  

令和 4 年 6 月 10日 ～ 令和 8 年 7月 15 日 

 

⑸ 請負業者  

前田組・浦辺設計共同企業体 

 

⑹ 工事進捗率 65.0%（令和 7年 12月 31 日現在） 

 

⑺ 実施設計  株式会社 浦辺設計 

 

⑻ 施工監理  直営 


